
 

 

務における強い心理的負荷

による精神障害を原因とす

る自殺による死亡又はこれ

らの脳血管疾患若しくは心

臓疾患若しくは精神障害」と

定義されています（厚生労働

省資料）。 

◆「過労死等防止対策推進

法」が成立！ 

脳・心臓疾患に係る労災支

給決定件数のうち、死亡に係

る件数は 160件に至り（平成

14年度）、それ以降も 100件

を超えて推移しています。 

また、精神障害に係る労災

支給決定件数のうち、自殺

（未遂を含む）に係るものは

平成18年度以降60件を超え

て推移しており、平成 24 年

度には93件に上っています。 

このような過労死等が、本

人はもとより、その遺族また

は家族のみならず日本社会

にとっても大きな損失であ

り、社会問題になっているこ

とを受け、昨年 6月に「過労

死等防止対策推進法」が成立

し、同年 11 月 1 日から施行

されています。 

◆大綱の位置付けと骨子案

のポイント 

上記の新法では、過労死等

の防止のための対策を効果

的に推進するための大綱を

定めなければならないと規

定されていることから、「過

労死等の防止のための対策

に関する大綱（案）骨子」が

4月 6日に発表されました。 

国が取り組む対策として、

主に以下のことが挙げられ

ています。 

・職場環境や実態の把握と過

労死や病気との関係調査研

究等 

・企業や労働者への啓発 

・相談体制の整備等 

◆企業に求められる今後の

取組み 

企業には、国が取り組む対

策に協力すること、そして主

に以下のような対策が求め

られます。 

・長時間労働の削減のための

対策 

・過重労働防止対策に必要な

知識を習得するため、事業主

や労務担当者を対象にした

セミナーの実施 

・年次有給休暇の取得促進 

・職場のパワーハラスメント

の予防・解決のための周知・

啓発 

 大綱は夏頃までにまとめ

られる予定ですので、企業に

はその大綱に沿った具体的

な対策が求められることに

なるでしょう。 

 

 

パート時給・新卒初任給

に関する調査結果にみる

最近の賃金動向 

◆賃上げの動きは中小企業に

も？ 

昨年と今年の春闘では、政

権の働きかけにより賃上げを

実施する大手企業が相次ぎ、

「官製賃上げ」などの言葉が

聞かれました。中小企業にお

いても人手不足解消等のた

め、賃上げに踏み切るところ

がありました。 

2017 年 4 月からの消費税

率 10％への引上げが決定さ

れた今、中小企業における賃

金の動向が今後の景気を大き

く左右するとして、注目され

ています。 

◆パート募集時平均時給の推

移 

2014 年度の平均時給は

959.8 円で、 2013 年度の

948.8円よりも10円以上上が

っています。 

特に、年末年始の繁忙期に

は 2014年 10月度：961円、

11 月度：999 円、12 月度：

966 円と、3 カ月連続で平均

を上回る金額となっていまし

た。 

厚生労働省が毎月公表して

いる一般職業紹介状況におい

ても、パートの有効求人倍率

が前年を上回る傾向が続いて

おり、時給額の上昇からは、

「より良い条件を提示して人

材を確保したい」という企業

の思惑が見てとれます。 

 

 

 

 

 

◆中小企業の賃金額の推移 

員に対し、5 日について、毎

年、時季を指定して与えなけ

ればならないこととされま

す（労働者の時季指定や計画

的付与により取得された年

次有給休暇の日数分につい

ては指定の必要はありませ

ん）。 

（４）企業単位での労働時間

等の設定改善に係る労使の

取組促進 

企業単位での労働時間等

の設定改善に係る労使の取

組みを促進するため、企業全

体を通じて一の労働時間等

設定改善企業委員会の決議

をもって、年次有給休暇の計

画的付与等に係る労使協定

に代えることができること

とされます。 

（５）フレックスタイム制の

見直し 

フレックスタイム制の清

算期間の上限が「1 カ月」か

ら「3カ月」に延長されます。 

（６）企画業務型裁量労働制

の見直し 

企画業務型裁量労働制の

対象業務に「課題解決型提案

営業」と「裁量的に PDCA

を回す業務」が追加されると

ともに、対象者の健康確保措

置の充実や手続きの簡素化

等の見直しが行われます。 

（７）特定高度専門業務・成

果型労働制（高度プロフェッ

ショナル制度）の創設 

職務の範囲が明確で一定

の年収（少なくとも 1,000万

円以上）を有する労働者が、

高度の専門的知識を必要と

する等の業務に従事する場

合に、健康確保措置等を講じ

ること、本人の同意や委員会

の決議等を要件として、労働

時間、休日、深夜の割増賃金

等の規定が適用除外とされ

ます。 

また、制度の対象者につい

て、在社時間等が一定時間を

超える場合には、会社は、そ

の者に必ず医師による面接

指導を受けさせなければな

らないことされます。 

◆施行日は？ 

法案が成立した場合の施

行期日は平成 28年 4月 1日

ですが、上記（１）について

は平成 31年 4月 1日とされ

ています。 

 

これから企業に求められ

る「過労死等防止対策」 

◆過労死等の定義 

過労死等とは、「業務にお

ける過重な負荷による脳血

管疾患若しくは心臓疾患を

原因とする死亡若しくは業

通常国会に提出された

「労働基準法改正案」の

ポイント 

◆ついに法案提出！ 

労働基準法等の一部を改

正する法律案（労働基準法改

正案）が、4月 3日に通常国

会に提出されました。法案の

内容は企業の労務管理にと

って非常に影響が大きいも

のであり、4 月下旬に審議入

りとなる見通しですが、今国

会で成立するかは不透明な

状況だとも言われています。 

◆改正案のポイント 

（１）中小企業における月 60

時間超の時間外労働に対す

る割増賃金の見直し 

月 60 時間を超える時間外

労働に係る割増賃金率（50%

以上）について、中小企業へ

の猶予措置が廃止されます。 

（２）著しい長時間労働に対

する助言指導を強化するた

めの規定の新設 

時間外労働に係る助言指

導にあたり、「労働者の健康

が確保されるよう特に配慮

しなければならない」旨が明

確にされます。 

（３）一定日数の年次有給休

暇の確実な取得 

会社は、10 日以上の年次

有給休暇が付与される従業
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